
協和キリン健康保険組合では、個人情報保護法に基づき、疾病予防健診補助金申請時に取得した個人情報を適切に

管理し、被保険者および被扶養者の健康保持増進のための事業に活用します。

１．利用目的

①疾病予防健診補助金の会計処理を適正に行うため

②労働安全衛生法が定める業務を適切に行うため

③高齢者の医療の確保に関する法律が定める業務を適切に行うため

④法令や行政上の指導に対応した業務を行うため

⑤被保険者および被扶養者の健康管理を行うため

⑥健診データ分析・解析

２．個人情報の提供

受診者の個人情報は、あらかじめ受診者の同意を得ることなく、外部に提供することはありません。

ただし、法令の規定による場合や以下に該当する場合は、受診者からのお申し出がないかぎり、①利用目的の達成に必要

な範囲内において、特定の相手先（③提供先）に情報を提供し、共同で利用します。個人情報の取扱いにあたり、社内

においては関係法令を遵守した管理を行い、委託先に対しては健康保険組合が、事故防止の観点から適切な委託先選

定と監督を行います。

①利用目的

法令等に基づく健診の受診状況管理と健診結果に基づく保健指導のため

②利用項目

法令等に基づく健診項目※１

受診日、健診機関、保険証記号番号、氏名、生年月日、住所、性別、問診、既往歴、自覚症状、所見、業務歴、

身体計測、ＢＭＩ、腹囲、聴力、視力、心電図、血圧、ＨＤＬ、ＬＤＬ、ＴＧ、ＧＯＴ、ＧＰＴ、γＧＴＰ、

血糖、HbA1c、赤血球数、血色素量、尿、胸部Ｘ線、眼底検査、医師・総合診断・判定、医師名

健康保険組合が定期健康診断に付加している項目※２

ヘマトクリット、血小板数、白血球数、総コレステロール、血清クレアチニン、尿酸、ＣＲＰ、胃検診、便検査

胃部X線検査（直接）、胃部内視鏡検査、マンモグラフィ※３、乳房エコー検査※３、子宮頸部細胞診検査※３

※１および※２にある血液検査のうち法令等による実施年齢の定めのない項目その他、 「所定検査項目一覧表」に

掲載されている項目（大腸内視鏡検査など）

③提供先（※３を除く）

被保険者分の提供先：勤務先健診実務担当者、産業医、保健師、看護師、保健指導委託機関

被扶養者分の提供先：保健指導委託機関

④責任者

健康保険組合の常務理事、各事業場の健診実務担当部署長、保健指導委託機関の情報管理責任者

３．個人情報の利用停止

疾病予防健診補助金申請時における個人情報の利用停止については、以下へご相談ください。

協和キリン健康保険組合 個人情報相談窓口

メール：kenpo.xg@kyowakirin.com

外線：03-5641-8602 内線：9-12-3001

４．その他

上記１、２の取扱いについてご同意いただけない場合や、上記３（個人情報の利用停止）のお申し出をされる場合は、

事務処理に支障を来して受診者の方の受益が損なわれる場合がありますので、事前に上記個人情報相談窓口へご連絡

ください。

以上

疾病予防健診補助金申請時の個人情報の取扱いについて

mailto:kenpo.xg@kyowakirin.com

